






























１．当該工事の施工条件明示事項は、下記表□内の黒塗り部分が対象となる。

  　ただし、明示されているものは特に必要なものであり、全てに対して明示されているものではない。

２．なお、請負者は下記明示事項やそれ以外に該当すると思われるもので、明示されていない場合

　　には、その都度監督員と協議するものとする。

明示項目 明　　示　　事　　項

■工程関係 ■他の工事の開始又は完了の時期による影響

□施工時期、施工時間及び施工方法の制限（準備工期の設定等）

□関係機関等との協議の未成立

□関係機関等との協議条件による影響

□地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間

□設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数

□用地関係 □工事用地等の未処理部分

□工事用仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地

□発注者が借り上げた土地の使用

□工事用地等の使用終了後における復旧内容

■周辺環境関係 ■工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）対策

　　（公害、排水等） □水替え・流入防止施設

□濁水、湧水等の処理対策

□事業損失防止関係

□安全対策関係 □交通安全施設等の指定

□近接工事での施工方法、作業時間等の制限

□落石、土砂崩落等に対する防護施設

□交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置

□有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策

■工事用道路関係 ■工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限

□搬入路の使用中及び使用後の処置

□仮設道路の設置

□一般道路の占用

■仮設備関係 □仮設物（仮土留、足場等）の他の工事への転用若しくは兼用

■仮設備の構造及び施工方法の指定

□仮設備の設計条件の指定

□建設副産物関係 □残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件

□建設副産物の現場内での再利用及び減量化

□建設副産物及び建設廃棄物の処理

□薬液注入関係 □薬液注入工法の施工

□周辺環境への調査

□工事支障物件等 □占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在

□地上、地下等の占用物件工事との重複施工

■その他 ■工事用資機材の保管及び仮置き

□工事現場発生品

□支給材料及び貸与品

□関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等

□架設工法の指定

■工事用水、電力等の指定

□新技術・新工法・特許工法の指定

■部分使用

□給水の必要

□電子納品対象工事特記仕様書
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施工条件明示の詳細

■工程関係
１．他の工事の開始又は完了の時期による影響

■周辺環境関係
11．工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）対策 

■工事用道路関係
20．工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限
　工事用資機材等の搬入経路については、事前に搬入計画を立て、監督員の承諾を受ける。

■仮設備関係
25．仮設備の構造及び施工方法の指定

■その他
34．工事用資機材の保管及び仮置き

39．工事用水、電力等の指定
　監督員と協議決定した後、指定場所から供給を受けることを可能とする。

41．部分使用
　別記４による。

　本工事は、一部の場所について、他工事及び作業の影響を受けるため、監督員と協議の上
工程の調整を図る。

　特に騒音・振動が著しい撤去作業等については、平日通常作業時間帯（9:00～17:00）内に
終わらせるようにする。また、発電機・コンプレッサ等は低騒音・低振動のものを使用する。

　外部足場は、水処理工程用薬品の受け入れに影響しないよう、事前に仮設計画を立て、監督
員の承諾を受ける。

　工事用資機材の保管及び仮置きについては、監督員と協議決定し、指定場所以外は使用し
ないこと。






























